
①現在の勤め先へ就職した日が申込日の前年の１月１日以降の方 ②現在の勤め先へ就職した日が申込日の前年以前の方

　　　　　《源泉徴収票のでる方》
働いた月 税込支給額 ボーナス
 　年　 月 　　　　（１）就職した日から募集の前月までに１年間の実績がある方
         月  　　〔募集の前月までの１年間の合計となります〕
         月
         月
         月
         月
         月 　　　　（２）就職した日から現在までの期間が１年に満たない方 　　　　　【拡大図はこちらをクリック！】
         月
         月
         月
         月
         月
         月           《源泉徴収票のでない方》
         月 　　×１２ ＋ 　　 ＝
         月
         月

※ボーナスはすでに支給されたものに限ります。 ③年収額を所得金額に換算します

　　次の区分により、年収額（推定年収額）を所得金額に換算してください。

年間総収入額が
　（１）0円～1,627,999円の方
　（２）1,628,000円～6,599,999円の方…4,000円単位で端数整理します。

　　　× １２ ＝ 　　〔例〕年収額が5,808,667円の場合

　　　 　÷÷ 4,000円　＝ 　　　　小数点以下切捨

　×　4,000円　＝

　（３）6,600,000円～19,999,999円の方

区分 区分
　650,999円まで 所得金額は0円 1,628,000円から1,803,999円まで 端数整理後の額×0.6＝所得金額
　651,000円から1,618,999円まで 年収額－650,000円＝所得金額 1,804,000円から3,603,999円まで 端数整理後の額×0.7－180,000円＝所得金額
1,619,000円から1,619,999円まで 所得金額は969,000円 3,604,000円から6,599,999円まで 端数整理後の額×0.8－540,000円＝所得金額
1,620,000円から1,621,999円まで 所得金額は970,000円 6,600,000円から9,999,999円まで 年収額×0.9－1,200,000円＝所得金額
1,622,000円から1,623,999円まで 所得金額は972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 所得金額は974,000円

（１）

（２）

（３）

　　　　※申込日の前年に休職期間があった
　　　　　 方は左欄により推定年収を計算して
            下さい。

　　申込日の前年の１月から１２月までの税込支給額を合計し、次に下段の
    計算式で所得金額に換算します。

　　　　（３）就職した日が最近で、まだ１ヶ月分の給与が
　　 　　　　支給されていない方
　　　基本給、家族手当、住宅手当など毎月必ず
       支給される固定的給料を１２倍して下さい。

年間総収入額 計算式と所得金額

年収額を所得金額になおす計算式

次の（１）（２）（３）からあてはまるケースを選び、収入
を計算します。

　　就職した翌月から募集の前月までの収入計を、
     収入のあった月数で割り、それを１２倍します。
　　 それに、その間の賞与を加えます。

この推定年収を③の計算式にあてはめ、所得金額を算出して下さい。

※病気等により、１ヶ月以上収入のない
   月がある場合はその月を除いて推定
   計算して下さい。
※通勤手当等の非課税所得は除いて
   下さい。

現在の勤め先で、あなたの月別収入
を記入して下さい。

合　計
収入計 ボーナス計

年収額×0.95－1,700,000円＝所得金額

年間総収入額 計算式と所得金額

10,000,000円から
19,999,999円まで

給与所得の方（会社員・店員・日雇い・パート・事業専従者）

収入計 ボーナス 推定年収

収入計

ボーナス

収入の
あった月数

固定的給
与

推定年収

推定年収

この金額が所得金額です。

5,808,667円
年収額

1,452.16…

1,452 5,808,000円
端数整理後の

（申込日の前年分）

＋  ＝



ここに記載されている金額が
所得金額になります。

【 拡 大 図 】

【 戻　る 】


